
議案第１０号

　　　�川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

　　　　　　　　　　　　令和 ８ 年 ２ 月１２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　　　�川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　川崎市国民健康保険条例（昭和３３年川崎市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第１２条第１号中「並びに」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」

の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定によ

る子ども・子育て支援納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」

を加え、同条に次の１号を加える。

　⑷�　納付義務者の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援

納付金賦課額（法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の７

第１項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（神奈川県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための賦課額をいう。

以下同じ。）

　第１３条第１号イ中「並びに」を「、」に改め、「介護納付金」の次に「並

びに子ども・子育て支援納付金」を加え、同号カ中「並びに」を「、」に改め、

「介護納付金」の次に「並びに子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第２



号イ中「並びに」を「、」に改め、「介護納付金」の次に「並びに子ども・子

育て支援納付金」を加える。

　第２９条の次に次の５条を加える。

　（子ども・子育て支援納付金賦課総額）

第�２９条の２　保険料の賦課額のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額（第

３２条から第３２条の３の２までの規定により子ども・子育て支援納付金賦

課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含

む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、

第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基

準として算定した額とする。

　⑴　当該年度における次に掲げる額の合算額

　　ア�　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（神

奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育

て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同

じ。）の額

　　イ�　第３２条の３の２の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総

額

　⑵　当該年度における次に掲げる額の合算額

　　ア�　法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額

　　イ�　その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第



７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金

を除く。）の額

　（子ども・子育て支援納付金賦課額）

第�２９条の３　納付義務者に対して賦課する保険料の賦課額のうち子ども・子

育て支援納付金賦課額は、その世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額に、その世帯に属する１８歳以上被保険者

（政令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以

　下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。

２�　前項の所得割額は、その世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得

　金額等を賦課基準として第２９条の６に規定する料率を乗じて得た額とする。

３�　第１項の被保険者均等割額は、その世帯に属する被保険者の数に第２９条

の６に規定する料率を乗じて得た額とする。

４�　第１項の１８歳以上被保険者均等割額は、その世帯に属する１８歳以上被

保険者の数に第２９条の６に規定する料率を乗じて得た額とする。

　�（７５歳に達する被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額の算定の

特例）

第�２９条の４　当該年度において７５歳に達することが見込まれる被保険者に

係る子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該被保険者が７５歳に達する日

の属する月の前月まで月割をもって算定する。

　（子ども・子育て支援納付金賦課額の最高限度額）

第�２９条の５　前２条の子ども・子育て支援納付金賦課額は、政令第２９条の

７第５項第１０号に規定する額を超えることができない。

　（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料の料率）

第�２９条の６　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料の料率は、次のとお

りとする。



　⑴�　所得割　子ども・子育て支援納付金賦課総額の１００分の６０に相当す

る額を第２９条の３第２項に規定する賦課基準（政令第２９条の７第５項

第４号ただし書に規定する場合にあっては、市長が別に定める方法により

補正された後の金額とする。）の見込総額で除して得た数

　⑵�　被保険者均等割　子ども・子育て支援納付金賦課総額の１００分の４０

に相当する額を当該年度の初日における被保険者の見込数で除して得た額

　⑶�　１８歳以上被保険者均等割　第２９条の２第１号イに掲げる額を当該年

度の初日における１８歳以上被保険者の見込数で除して得た額

２�　前項の保険料の料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満の端

数又は１円未満の端数金額があるときは、これを切り上げる。

３�　市長は、第１項の保険料の料率を決定したときは、速やかに告示しなけれ

ばならない。

　第３０条第１項中「及び」を「、」に改め、「介護納付金賦課額（１０円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」の次に「及び当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額（１０円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。）」を加える。

　第３１条第１項中「並びに第２０条」を「、第２０条」に改め、「の後期高

齢者支援金等賦課額」の次に「並びに第２９条の３及び第２９条の４の子ども・

子育て支援納付金賦課額」を加え、「及び同条第２項」を「、同条第２項」に

改め、「同条第１項各号に定める後期高齢者支援金等賦課額」の次に「及び同

条第４項の規定により読み替えて準用する同条第１項各号に定める子ども・子

育て支援納付金賦課額」を加え、「被保険者均等割額並びに」を「被保険者均

等割額、」に、「後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額又は」を「後

期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額並びに同条第４項の規定により読

み替えて準用する同条第１項及び第２項に定める子ども・子育て支援納付金賦



課額の被保険者均等割額、」に、「基礎賦課額並びに同条第３項」を「基礎賦

課額、同条第３項」に、「後期高齢者支援金等賦課額若しくは」を「後期高齢

者支援金等賦課額並びに同条第５項の規定により読み替えて準用する同条第１

項及び第２項に定める子ども・子育て支援納付金賦課額若しくは」に改め、「第

２項に定める介護納付金賦課額」の次に「又は第３２条の３の２に定める子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額」を加え、同条第２項中「並

びに」を「、」に、「若しくは」を「、」に改め、「第２７条の介護納付金賦

課額」の次に「並びに第２９条の３及び第２９条の４の子ども・子育て支援納

付金賦課額」を加え、「及び同条第２項」を「、同条第２項」に改め、「同条

第１項各号に定める介護納付金賦課額」の次に「及び同条第４項の規定により

読み替えて準用する同条第１項各号に定める子ども・子育て支援納付金賦課額」

を加え、「又は」を「並びに同条第４項の規定により読み替えて準用する同条

第１項及び第２項に定める子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割

額、」に改め、「第２項に定める介護納付金賦課額」の次に「並びに同条第５

項の規定により読み替えて準用する同条第１項及び第２項に定める子ども・子

育て支援納付金賦課額又は第３２条の３の２に定める子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割額」を加える。

　第３２条に次の１項を加える。

４�　第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１７条」とあるのは「第２９条の５」と、「第

１４条及び第１６条」とあるのは「第２９条の３及び第２９条の４」と、同

項第１号中「数を乗じて得た額」とあるのは「数を乗じて得た額及び当該年

度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険

料率に１０分の７を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切



り上げる。）に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額の合算した額」と、同項第２号中「数を乗じて得た額」

　�とあるのは「数を乗じて得た額及び当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額

（１円未満の端数があるときは、これを切り上げる。）に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額の合算した

額」と、同項第３号中「数を乗じて得た額」とあるのは「数を乗じて得た額

及び当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均

等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額の合算した額」と読み

替えるものとする。

　第３２条の２に次の１項を加える。

４�　第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「基礎賦課額」とあるの

は、「子ども・子育て支援納付金賦課額」と読み替えるものとする。

　第３２条の３第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６

項第８号」に改め、同項第１号中「第３２条の１０の２各号」を「第３２条の

１０の３各号」に改め、同条に次の１項を加える。

５�　第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「基礎賦課額」とあるの

は「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１７条」とあるのは「第２

　�９条の５」と、「第１４条及び第１６条」とあるのは「第２９条の３及び第



２９条の４」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８

歳以上被保険者均等割」と、第２項各号列記以外の部分中「第３２条第１項

各号」とあるのは「第３２条第４項において準用する同条第１項各号」と読

み替えるものとする。

　第３２条の３の次に次の１条を加える。

　（１８歳未満被保険者の被保険者均等割額の減額）

第�３２条の３の２　当該年度において納付義務者の世帯に１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」と

いう。）がある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率（第３２条第４項

の規定により読み替えて準用する同条第１項、第３２条の２第４項の規定に

より読み替えて準用する同条第１項若しくは第２項又は前条第５項の規定に

より読み替えて準用する同条第１項若しくは第２項の規定により当該１８歳

未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割額を減額するものとした場合にあっては、これらの規定により当該

被保険者均等割額を減額して得た額。以下この条において同じ。）から、当

該保険料率に相当する額を減額して得た額とする。

　第３２条の５中「第３２条第１項」を「第２９条の３第２項、第３２条第１

項（同条第２項から第４項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。）」

に改める。

　第３８条第１項中「６月」の次に「（急患その他の緊急やむを得ない特別の

理由があると市長が認める者として保険医療機関又は保険薬局から療養を受け

た被保険者に係る保険料の納付については１年（資力の活用が可能となるまで

の期間に限る。））」を加える。



　附則第２項中「４８万円」を「５８万円」に、「第２６条第２項、」を「第

２６条第２項、第２９条の３第２項」に、「第２０条第２項中」を「第２０条

第２項及び第２９条の３第２項中」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１�　この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第３８条第１項の

改正規定及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２�　改正後の条例の規定（同条例第３８条第１項の規定を除く。）は、令和８

年度分の保険料から適用し、令和７年度分までの保険料については、なお従

前の例による。

３�　改正後の条例第３８条第１項の規定は、令和７年度分の保険料のうち令和

８年３月以後の期間に係るもの及び令和８年度以後の年度分の保険料につい

て適用し、令和７年度分の保険料のうち令和８年２月以前の期間に係るもの

及び令和６年度分までの保険料については、なお従前の例による。

参考資料

	

　　　制　定　要　旨

　国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金賦課額

を新設すること等のため、この条例を制定するものである。




